
Ⅰ　次世代自動車について
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■■ 次世代自動車に関連する主な政府決定文書 ■■■

（1）低炭素社会づくり行動計画（平成 20 年 7 月閣議決定）
　平成 20 年 7 月の北海道洞爺湖サミットで議長国を務めた我が国は、サミット終了後、化石エネルギーに依存し
た現在の社会から脱却し、「低炭素社会づくり」を進める行動計画を閣議決定しました。この計画には世界全体へ
働きかけること、国や企業が取り組むべきこと、私たち一人一人が取り組むべきことが盛り込まれています。
　低炭素社会づくり行動計画では、低炭素社会を目指し、2050 年までに世界全体で温室効果ガス排出量の半減を実現
するために、日本としても2050年までの長期目標として、現状から60～ 80％の削減を行うことを目標に掲げています。
　また、低炭素社会を目指し、長期目標を実現するために重要な革新的技術開発の推進及び既存先進技術の普及促
進を行うこととし、既存先進技術の普及の一つに「次世代自動車の導入」が、以下のように記載されています。

　我が国の自動車産業の技術力・競争力の強化にもつなげつつ、排出量のうち約 2割を占める運輸部門からの
二酸化炭素削減を行うため、現在、新車販売のうち約 50 台に 1台の割合である次世代自動車（ハイブリッド自
動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、クリーンディーゼル車、CNG自動車等）
について、2020 年までに新車販売のうち 2台に 1台の割合で導入するという野心的な目標の実現を目指す。
　具体的には、費用の一部支援などの導入支援の充実による初期需要の創出や電気自動車、プラグインハイブ
リッド自動車、燃料電池自動車の基盤技術である次世代電池や燃料電池等の技術開発による高性能化や低価格
化（2015 年までに次世代電池の容量を現状の 1.5 倍、コストを 7分の 1、2030 年までに容量を 7倍、コストを
40 分の 1にすることを目指す）を進めるとともに、電池切れの不安感を解消するため、急速充電設備（例えば、
家庭充電で約 7時間の充電時間を急速充電では約 30 分程度に短縮可能）を含む充電設備等のインフラ整備、高
度道路交通システム（ITS）の推進などの交通流対策、クリーンディーゼル車のイメージ改善や普及促進等の統
合的な取組、次世代低公害トラック・バス等の実用化促進等を進める。

（2）日本再興戦略（平成 25 年 6 月閣議決定）
　成長戦略を実行・実現するものとして、政権を挙げて優先的に取り組むべき施策を厳選し、3つのアクションプラ
ンを提示している。具体的には、「日本産業再興プラン」の実行により産業基盤を強化し、その力を基に「戦略市場
創造プラン」を実行することで社会課題をバネに新たな市場を創造するとともに、「国際展開戦略」の実行により拡
大する国際市場の獲得を目指すとされています。次世代自動車に係る取組としては、以下のように記載されています。

2015 年度までに実施すべき事項
・燃料電池自動車について、燃料を供給する水素ステーションに係る規制・制度改革等を通じ、導入促進
・EV･PHV･CDVの導入促進を通じて初期需要を創出・電池、充電制御等の国際標準化を進める
・充電器 10 万基整備
・燃料電池自動車の市場投入と水素ステーションの先行整備（４大都市圏を中心に 100 箇所）
・車車間通信・路車間通信等を用いた安全運転支援システム・自動運転の公道実証実験の実施
2015 年度の中間目標
・燃料電池自動車の市場投入
2020 年までに実現すべき成果目標
・安全運転支援装置・システムが国内車両（ストックベース）の 20％に搭載、世界市場の 3割獲得
2030 年までに実現すべき成果目標
・新車販売に占める次世代自動車の割合を 5～ 7割
・安全運転支援装置・システムが国内販売新車に全車標準装備、ストックベースでもほぼ全車に普及
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（3）エネルギー基本計画（平成 26 年 4 月閣議決定）
　エネルギー基本計画は、エネルギー政策の基本的な方向性を示すためにエネルギー政策基本法に基づき政府が策
定するものです。
　ここ数年の資源・エネルギーを取り巻く大きな環境変化を踏まえ、平成 26 年 4 月に、エネルギー基本計画の全
面的な見直しが行われました。運輸部門の対策としては、次世代自動車の普及促進及び水素ステーションの整備促
進について、以下のように記載されています。

・�次世代自動車については、2030 年までに新車販売に占める割合を 5割から 7割とすることを目指す。
・�燃料電池自動車の普及初期においては、比較的安定した水素需要が見込まれる燃料電池バスや燃料電池フォー
クリフト等の早期の実用化が重要であり、その技術開発などを着実に進める。
・�四大都市圏を中心に 2015 年内に 100 ヶ所程度の水素ステーションの整備をする
・�水素ステーションについても、今後、SS が多様な役割を担っていくことが求められていく中で、石油供給を
担っている既存のインフラを水素供給も担うインフラとして活用していくことなどを検討しつつ、移動式や
小型のステーションの利用も含めた戦略的な展開を進める

（4）日本再興戦略改訂 2015（平成 27 年 6 月閣議決定）
　日本再興戦略改訂 2015 では、新たに、「再生可能エネルギー由来水素」、「CO2 フリー水素」というキーワードが
盛り込まれ、低炭素な水素社会の実現が記載されています。主な内容は次の通りです。

・�再生可能エネルギー由来水素を活用した CO2 フリー水素製造・供給システムの確立に向けて、技術開発・実
証を進める
・�燃料電池技術のバス等への実装を進める
・�燃料電池バス等の開発・普及や、再生可能エネルギー由来の水素も活用しつつ水素ステーションの計画的な
整備を行う

（5）日本再興戦略 2016（平成 28 年 6 月閣議決定）
　日本再興戦略 2016 では、新たに関連する数値目標が記載されています。主な内容は次の通りです。

・�保有台数ベースで電気自動車、プラグインハイブリッド自動車は 2020 年までに最大 100 万台、燃料電池自動
車は 2020 年までに 4万台程度、2030 年までに 80 万台程度の普及を目指す。
・�商用水素ステーションについては 2020 年度までに全国で 160 箇所の整備を目指す。
・�再生可能エネルギー由来の水素ステーション（比較的規模の小さなステーション）については、2020 年度ま
でに全国で 100 箇所程度の整備を目指す。
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■■ 次世代自動車の種類としくみ ■■■

次世代自動車は、窒素酸化物（NOx）や粒子状物質（PM）等の大気汚染物質の排出が少ない、または全く排出
しない、燃費性能が優れているなどの環境にやさしい自動車です。ここでは、これらの次世代自動車の仕組みにつ
いて紹介します。

（1）燃料電池自動車
燃料電池自動車は、車載の水素と空気中の酸素を反応させて、燃料電池で発電し、その電気でモーターを回転さ
せて走る自動車です。
各社で開発が進められている燃料電池自動車の燃料は、気体水素が主流ですが、その他に、液体水素、気体水素
に改質可能な天然ガス、メタノール・エタノール、ガソリン・軽油等の炭化水素、水加ヒドラジンなども燃料とし
て利用することができます。直接水素を燃料とする場合、排気されるのは水素と酸素の化学反応による水のみです。
太陽光やバイオマスなど、クリーンで再生可能なエネルギーを利用して水素を製造することにより、地球温暖化防
止に貢献することもできます。
燃料電池自動車は、燃料電池の発電自体の効率の高さもさることながら、ガソリンエンジンやディーゼルエンジ
ンのように部分負荷運転での極端な効率の低下がないため、ガソリンエンジン車やディーゼルエンジン車と比べて
非常に高いエネルギー効率を有しています。
実際に燃料電池自動車を評価する場合は、燃料とする水素が何から製造されているか、水素製造に係る効率はど
のくらいか、二酸化炭素（CO2）排出量はどれくらいか、などを考慮して、環境影響を検証する必要があります。
また、今後の市販・普及に当たっては、技術面では、耐久性・信頼性の確保に加え、部品点数が多く、高価な材料
も多用していることから、コストダウンが最も重要な課題となっています。2014 年に燃料電池自動車が市場投入さ
れ、2013 年からは 4大都市圏を中心に水素ステーションの導入が進められています。

〔資料〕（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構

燃料電池自動車の仕組み（一例）燃料電池自動車の仕組み（一例）

〔資料〕 （国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構

燃料電池スタック補助バッテリー

水素タンク

コントローラー

モーター

（2）電気自動車
電気自動車は、バッテリー（蓄電池）に蓄えた電気でモーターを回転させて走る自動車です。
このため、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンなどを搭載した通常の自動車と比べ構造が簡易であり、部品
数が少なく、部品自体も小型化できるため、自動車自体の小型化も比較的容易です。
自動車からの排出ガスは一切なく、走行騒音も大幅に減少します。電気を作る際に排出されるNOx や CO2 排出
量は電源構成により異なり、化石燃料由来の電力の比率が高まる程NOx や CO2 排出を伴いますが、通常の自動車
より大幅に少なくなります。太陽光発電等の再生可能エネルギーによる充電であれば、NOx、CO2 とも排出量ゼロ
ということになります。
電気自動車の開発の歴史は、専らバッテリーの性能向上に費やされてきました。鉛電池からニッケル水素電池に
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変わり、近年では、ニッケル水素電池に比べエネルギー密度が高く、性能劣化も少ない高性能なバッテリーである
自動車用リチウムイオン電池が多くの自動車メーカーと電池メーカーで共同開発され、実用化に至りました。その
自動車用リチウムイオン電池を搭載した次世代の電気自動車の開発が各社で進められ、2009�年から国内メーカーに
よる本格的な量産・市場投入が開始されています。

〔資料〕（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構

電気自動車の仕組み（一例）
電気自動車の仕組み（一例）

〔資料〕 （国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構

車載充電装置

コントローラー

モーター

バッテリー

（3）天然ガス自動車
天然ガス自動車は、家庭に供給されている都市ガスの原料でもある天然ガスを燃料として走る自動車です。なか
でも天然ガスを気体のまま 20MPa まで圧縮して高圧ガス容器に貯蔵し、それを燃料とする圧縮天然ガス（CNG）
自動車が世界的に最も普及しています。日本でもこのタイプの普及が進められていますが、燃料供給用のインフラ
として天然ガス供給ステーションの整備が必要になります。
天然ガスは、ガソリンと特性が似ており、エンジンもガソリンと同様、プラグ点火式のオットーサイクルである
ため、既存のガソリンエンジンの燃料供給系統と燃料噴射制御系統を多少変更することにより、そのまま使用する
ことができます。ガソリンよりオクタン価が高いため（レギュラーガソリン約 90 オクタン、天然ガス約 130 オク
タン）、圧縮比を上げることにより従来のガソリンエンジンよりも高効率化を図ることが可能であり、また、優れ
たアンチノッキング特性を生かして、トラックやバス等で用いられているような大型のエンジンにも適用すること
ができます。
ディーゼルサイクルの圧縮着火式エンジンでは直接燃料として使用することができないため、ディーゼル代替と
して使用するときは、ディーゼルエンジンに点火系統や燃料噴射制御系統の追加、燃料供給系統の交換、圧縮比の
変更などの大幅な改造を行う、もしくは、ガソリンエンジンに載せ替える、などの大がかりな対応が必要となります。
天然ガスは、硫黄分などの不純物を含まないクリーンなエネルギーのため、排出ガスの浄化が容易で、黒煙を出
しません。さらに、ガソリンエンジン用の三元触媒が使用できるようになるため、NOxもガソリンエンジン並みに
少なくなり、大気環境の改善に大きく貢献できます。また、CO2 排出量についても、ガソリン車より 2～ 3割少な
くなります。

〔資料〕（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構

天然ガス自動車の仕組み（一例）
天然ガス自動車の仕組み（一例）

〔資料〕 （国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構

ガス容器
ミキサー

充填口

高圧減圧弁
エンジン

燃料遮断弁

緊急遮断弁
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（4）ハイブリッド自動車
ハイブリッド自動車は、複数の動力源を組み合わせ、それぞれの利点を活かして駆動することにより、低燃費と
低排出を実現する自動車です。
現在、各社で開発、市販されているハイブリッド自動車の多くは、ガソリンやディーゼル等の内燃機関（エンジン）
と電気や油圧等のモーターの組み合わせとなっており、特に乗用車クラスでの開発・市場投入が急速に進んでいます。
現在のハイブリッド自動車は、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンの効率の良い状態での運転をできるだけ
維持するため、小型で必要最小限の能力のエンジンを搭載し、エンジンの効率低下を招く要因と不足する走行性能
をモーターで代替もしくは補助して走行するとともに、減速、制動時の回生エネルギーを回収し、駆動用エネルギー
として再利用することで、低燃費と低排出ガスの実現を図るという基本的な考え方に基づいています。
ハイブリッド自動車は、動力源の働き方により、大きくシリーズ方式、パラレル方式、シリーズ・パラレル方式（ス
プリット方式）の 3つの方式に分けられます。

○シリーズ方式
　基本的にはエンジンで発電機を駆動し、発電電力でモーターを駆動することにより走行します。エンジンでは走
行しない構造となっています。発電電力の一部と回生エネルギーは、バッテリーに充電され、発進、加速、登坂な
ど大きな電力が必要な時は、バッテリーからの供給電力と発電電力の併用でモーターを駆動します。このため、エ
ンジン自体は小型なもので十分となり、高効率な運転が維持されます。

〔資料〕各種自動車メーカー等の資料を参考に作成

ハイブリッド自動車（シリーズ方式）の仕組み（一例）
ハイブリッド自動車（シリーズ方式）の仕組み（一例）

〔資料〕 各種自動車メーカー等の資料を参考に作成

電力

機械駆動力

モーター

発電機

エンジン

バッテリー

○パラレル方式
基本走行はエンジンですが、発進、加速、登坂など大きなトルクが必要な時、モーターがトルクアシストを行い
ます。モーターを駆動させる電力は、バッテリーから供給されますが、バッテリーに充電される電力は、減速、制
動時にモーターが発電機となり、回生エネルギーを電力として回収したものです。

〔資料〕各種自動車メーカー等の資料を参考に作成

ハイブリッド自動車（パラレル方式）の仕組み（一例）
ハイブリッド自動車（パラレル方式）の仕組み（一例）

〔資料〕 各種自動車メーカー等の資料を参考に作成

電力

機械駆動力
変速機

モーター
バッテリー

エンジン
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○シリーズ・パラレル方式
スプリット方式とも呼ばれます。基本的な構造はパラレル方式ですが、専用の発電機を有し、エンジンは走行し
ながら発電も行います。走行状態に応じ、エンジン単独走行、エンジンとモーター併用走行、モーター単独走行に
切り替わり、最適な動力源を選択して燃費向上を図ります。減速、制動時は他方式と同様、モーターが発電機となり、
回生エネルギーを電力として回収し、バッテリーに充電します。

〔資料〕各種自動車メーカー等の資料を参考に作成

ハイブリッド自動車（シリーズ・パラレル方式）の仕組み（一例）
ハイブリッド自動車（シリーズ・パラレル方式）の仕組み（一例）

〔資料〕 各種自動車メーカー等の資料を参考に作成

電力

機械駆動力

発電機

エンジン

バッテリー

動力分割機構

モーター

〔資料〕（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構

ディーゼル・電気ハイブリッドバスの仕組み（一例）
ディーゼル・電気ハイブリッドバスの仕組み（一例）

〔資料〕 （国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構

ハンドル
パイロットランプ
リタータ調整レバー

アクセルペダル

ブレーキ
ペダル

電子ガバナ用
コンピューター

回転センサー
DC・DCコンバーター

バッテリー

コンピューター内蔵インバーター

噴射ポンプ
三段交換機

抵抗器

（5）プラグインハイブリッド自動車
プラグインハイブリッド自動車は、ハイブリッド自動車に対し、家庭用電源などの電気を車両側のバッテリーに
充電することで、電気自動車としての走行割合を増加させることができる自動車です。

（6）クリーンディーゼル自動車
クリーンディーゼル自動車は、平成 21 年 10 月に導入された「ポスト新長期規制」と呼ばれる排出ガス基準に対
応したディーゼル自動車です。
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3

2

3

2

出典：燃料電池実用化推進協議会（平成29年12月）、
　　　（株）石油化学新聞社（平成28年9月）、
　　　（一社）日本ガス協会（平成29年3月）、
　　　チャデモ協議会（平成29年9月）

（注）出典団体資料で把握している設備数を表示

出典：（一財）自動車検査登録情報協会、「わが国の自動車保有動向」

出典：クリーンディーゼル普及促進協議会、
　　　「日本におけるクリーンディーゼル車販売台数の推移」

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

■■ 次世代自動車・燃料供給設備の普及状況 ■■■

保有台数（台）
燃料電池自動車
電気自動車
ハイブリッド自動車
プラグインハイブリッド自動車
天然ガス自動車

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
─　　
13,597

2,028,659
4,133
21,581

─　　
25,334

2,851,806
17,296
20,484

─　　
39,165

3,813,184
30,192
19,041

155
53,373

4,662,387
44,046
17,598

632
63,760

5,524,399
57,179
15,771

1,813
75,294

6,498,575
70,385
13,524

9,072 40,567 76,141 79,565 153,592

燃料電池自動車
電気自動車
ハイブリッド自動車
プラグインハイブリッド自動車
天然ガス自動車

水素充填
LP ガス充填
天然ガス充填
急速充電

販売台数（台）
クリーンディーゼル自動車

わが国における次世代自動車普及台数

わが国における燃料供給設備（次世代自動車関連）
都道府県別普及状況

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年
137,018

6274

100

25
79

31
126

36
128

1616
100

24
92

40

19611

47

1842

11
29
1542

32
1884

21

90

328

8

96

268
14

33

30

82

272

1313

1414

74

371

12

47

1629

26
892

26
963

12
682

1818
59 2
1

45

1631

39

163
52
2

2138

332
21

86
16

27
13722

2
28
117

1
11

27
1527

2

181
27

53
7277

12

54
2

21
751

1414
751

（台）

13
751

25
711

32
1272

43
3

132
1036

1

136

22
54

2

32
1

63441

1182 22
75

3146

60
9

20
1

1003

26
541

31
2041 34

1

125

27
107

63

1253

26
52

3
1
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■■ 次世代自動車関連制度 ■■■
政府は、自動車の燃費性能や排出ガス低減性能に対する一般消費者の関心と理解を深め、一般消費者の選択を通
じ性能の高い自動車の普及を促進するため、自動車燃費性能評価・公表制度や低排出ガス車認定制度を設けていま
す。「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（以下、省エネ法）に基づく燃費基準（トップランナー基準）を早
期達成している自動車や、低排出ガス車認定制度に基づく低排出ガス認定を受けている自動車は、その内容を示す
車体表示（ステッカー）により確認することができます。

（1）自動車燃費性能評価・公表制度
　自動車ユーザーの省エネルギーへの関心を高め、燃費性能の高い自動車の普及を促進することを目的として、自
動車の燃費性能に関する評価を実施し、その結果を公表しています。省エネ法で定める燃費目標基準値以上の燃費
の良い自動車については、以下のステッカーを自動車の見やすい位置に貼付するものとされています。
　燃費性能に関する評価の結果については、インターネットでメーカーごとに確認することができます。
（国土交通省ホームページ　http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr10_000013.html）

（注）一定の燃費性能及び排出ガス低減性能を有する車両については、税制優遇が受けられる場合があります。
	 優遇措置に関しては、「Ⅳ．導入支援制度」をご参照ください。

公表制度の識別ステッカー

3

2

3

2

出典：燃料電池実用化推進協議会（平成29年12月）、
　　　（株）石油化学新聞社（平成28年9月）、
　　　（一社）日本ガス協会（平成29年3月）、
　　　チャデモ協議会（平成29年9月）

（注）出典団体資料で把握している設備数を表示

出典：（一財）自動車検査登録情報協会、「わが国の自動車保有動向」

出典：クリーンディーゼル普及促進協議会、
　　　「日本におけるクリーンディーゼル車販売台数の推移」

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

■■ 次世代自動車・燃料供給設備の普及状況 ■■■

保有台数（台）
燃料電池自動車
電気自動車
ハイブリッド自動車
プラグインハイブリッド自動車
天然ガス自動車

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
─　　
13,597

2,028,659
4,133
21,581

─　　
25,334

2,851,806
17,296
20,484

─　　
39,165

3,813,184
30,192
19,041

155
53,373

4,662,387
44,046
17,598

632
63,760

5,524,399
57,179
15,771

1,813
75,294

6,498,575
70,385
13,524

9,072 40,567 76,141 79,565 153,592

燃料電池自動車
電気自動車
ハイブリッド自動車
プラグインハイブリッド自動車
天然ガス自動車

水素充填
LP ガス充填
天然ガス充填
急速充電

販売台数（台）
クリーンディーゼル自動車

わが国における次世代自動車普及台数

わが国における燃料供給設備（次世代自動車関連）
都道府県別普及状況

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年
137,018

6274

100

25
79

31
126

36
128

1616
100

24
92

40

19611

47

1842

11
29
1542

32
1884

21

90

328

8

96

268
14

33

30

82

272

1313

1414

74

371

12

47

1629

26
892

26
963

12
682

1818
59 2
1

45

1631

39

163
52
2

2138

332
21

86
16

27
13722

2
28
117

1
11

27
1527

2

181
27

53
7277

12

54
2

21
751

1414
751

（台）

13
751

25
711

32
1272

43
3

132
1036

1

136

22
54

2

32
1

63441

1182 22
75

3146

60
9

20
1

1003

26
541

31
2041 34

1

125

27
107

63

1253

26
52

3
1
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自動車の燃費基準値（対象車種と目標年度及び目標基準値）
○乗用自動車

【ガソリン乗用自動車（乗車定員 10 人以下）】 目標年度：2010 年度　測定方法：10･15 モード

区分（車両重量 kg） ～ 702 703
～ 827

828
～ 1015

1016
～ 1265

1266
～ 1515

1516
～ 1765

1766
～ 2015

2016
～ 2265 2266 ～

燃費基準値（km/L） 21.2 18.8 17.9 16.0 13.0 10.5 8.9 7.8 6.4

【ディーゼル乗用自動車（乗車定員 10 人以下）】 目標年度：2005 年度　測定方法：10･15 モード

区分（車両重量 kg） ～ 1015 1016
～ 1265

1266
～ 1515

1516
～ 1765

1766
～ 2015

2016
～ 2265 2266 ～

燃費基準値（km/L） 18.9 16.2 13.2 11.9 10.8 9.8 8.7

【LP ガス乗用自動車（乗車定員 10 人以下）】 目標年度：2010 年度　測定方法：10･15 モード

区分（車両重量 kg） ～ 702 703
～ 827

828
～ 1015

1016
～ 1265

1266
～ 1515

1516
～ 1765

1766
～ 2015

2016
～ 2265 2266 ～

燃費基準値（km/L） 15.9 14.1 13.5 12.0 9.8 7.9 6.7 5.9 4.8

【ガソリン乗用自動車及びディーゼル乗用自動車（乗車定員 10 人以下）】 目標年度：2015 年度　測定方法：JC08 モード

区分（車両重量 kg） ～ 600 601
～ 740

741
～ 855

856
～ 970

971
～ 1080

1081
～ 1195

1196
～ 1310

1311
～ 1420

1421
～ 1530

燃費基準値（km/L） 22.5 21.8 21.0 20.8 20.5 18.7 17.2 15.8 14.4

1531
～ 1650

1651
～ 1760

1761
～ 1870

1871
～ 1990

1991
～ 2100

2101
～ 2270 2271 ～

13.2 12.2 11.1 10.2 9.4 8.7 7.4

【小型バス（乗車定員 11 人以上かつ車両総重量 3.5t 以下の乗用自動車）】 目標年度：2015 年度　測定方法：JC08 モード
区分（燃料） ガソリン 軽油

燃費基準値（km/L） 8.5 9.7

【路線バス（乗車定員 11 人以上かつ車両総重量 3.5t 超の乗用自動車）】 目標年度：2015 年度　測定方法：重量車モード
区分（車両総重量 t） 3.5 ～ 8 8 ～ 10 10 ～ 12 12 ～ 14 14 ～

燃費基準値（km/L） 6.97 6.30 5.77 5.14 4.23

【一般バス（乗車定員 11 人以上かつ車両総重量 3.5t 超の乗用自動車）】 目標年度：2015 年度　測定方法：重量車モード
区分（車両総重量ｔ） 3.5 ～ 6 6 ～ 8 8 ～ 10 10 ～ 12 12 ～ 14 14 ～ 16 16 ～

燃費基準値（km/L） 9.04 6.52 6.37 5.70 5.21 4.06 3.57

【ガソリン乗用自動車、ディーゼル乗用自動車及び LP ガス乗用自動車（乗車定員 10 人以下）並びに小型バス（乗
車定員 11 人以上かつ車両総重量 3.5t 以下の乗用自動車）】 目標年度：2020 年度　測定方法：JC08 モード

区分（車両重量 kg） ～ 740 741
～ 855

856
～ 970

971
～ 1080

1081
～ 1195

1196
～ 1310

1311
～ 1420

1421
～ 1530

燃費基準値（km/L） 24.6 24.5 23.7 23.4 21.8 20.3 19.0 17.6
1531
～ 1650

1651
～ 1760

1761
～ 1870

1871
～ 1990

1991
～ 2100

2101
～ 2270 2271 ～

16.5 15.4 14.4 13.5 12.7 11.9 10.6
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○貨物自動車
【ガソリン貨物自動車（車両総重量 2.5t 以下）】 目標年度：2010 年度　測定方法：10･15 モード

区分（車両重量 kg）
軽貨物車 軽量貨物車 中量貨物車

～ 702 703 ～ 827
828 ～ ～ 1015 1016 ～

～ 1265 1266
～ 1515 1516 ～構造A 構造 B 構造A 構造 B 構造A 構造 B

AT燃費基準値（km/L） 18.9 16.2 16.5 15.5 14.9 14.9 13.8 12.5 11.2 10.3

MT燃費基準値（km/L） 20.2 17.0 18.0 16.7 15.5 17.8 15.7 14.5 12.3 10.7 9.3

【ディーゼル貨物自動車（車両総重量 2.5t 以下）】 目標年度：2005 年度　測定方法：10･15 モード

区分（車両重量 kg） 軽量貨物車
中量貨物車

～ 1265 1266
～ 1515

1516
～ 1765 1766 ～構造A 構造 B

AT燃費基準値（km/L） 15.1 14.5 12.6 12.3 10.8 9.9

MT燃費基準値（km/L） 17.7 17.4 14.6 14.1 12.5

【ガソリン貨物自動車及びディーゼル貨物自動車（車両総重量 3.5t 以下）】 目標年度：2015 年度　測定方法：JC08 モード

区分（車両重量 kg）
軽貨物車

～ 740 741 ～ 855 856 ～ 970 971 ～

構造A
燃費基準値（km/L）

MT 23.2 20.3
AT 20.9 19.6 18.9

構造 B
燃費基準値（km/L）

MT 18.2 18.0 17.2 16.4
AT 16.4 16.0 15.4 14.7

区分（車両重量 kg）
軽量貨物車

～ 1080 1081 ～ 1195 1196 ～

MT燃費基準値（km/L） 18.5 17.1

AT燃費基準値（km/L） 17.4 15.8 14.7

区分（車両重量 kg）
中量貨物車（ガソリン）

～ 1310 1311
　～ 1420

1421
　～ 1530

1531
　～ 1650

1651
　～ 1760

1761
　～ 1870 1871 ～

構造A
燃費基準値（km/L）

MT 14.2
AT 13.3 12.7

構造 B1
燃費基準値（km/L）

MT 11.9 10.6 10.3 10.0 9.8 9.7
AT 10.9 9.8 9.6 9.4 9.1 8.8 8.5

構造 B2
燃費基準値（km/L）

MT 11.2 10.2 9.9 9.7 9.3 8.9
AT 10.5 9.7 8.9 8.6 7.9
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区分（車両重量 kg）
中量貨物車（軽油）

～ 1420 1421
　～1530

1531
　～1650

1651
　～1760

1761
　～1870

1871
　～1990

1991
　～2100 2101 ～

構造A又は構造B1
燃費基準値（km/L）

MT 14.5 14.1 13.8 13.6 13.3 12.8 12.3 11.7
AT 13.1 12.8 11.5 11.3 11.0 10.8 10.3 9.4

構造 B2
燃費基準値（km/L）

MT 14.3 12.9 12.6 12.4 12.0 11.3 11.2 11.1
AT 12.5 11.8 10.9 10.6 9.7 9.5 9.0 8.8

（注）軽貨物車………�軽自動車である貨物自動車
軽量貨物車……�車両総重量 1.7t 以下の貨物自動車
中量貨物車……�車両総重量 1.7t 超 3.5t 以下の貨物自動車
構造Ａ…………�①、②、③のいずれにも該当する構造のものをいう。

①最大積載量を車両総重量で除した値が 0.3 以下となるもの。
②�乗車装置及び物品積載装置が同一の車室内に設けられており、かつ、当該車室と車体外と
を固定された屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切られるもの。
③運転車室の前方に原動機を有するもの。

構造Ｂ…………�構造Ａ以外のものをいう。
構造Ｂ１………�構造Ｂのうち②に掲げる要件に該当するものをいう。
構造Ｂ２………�構造Ｂのうち構造Ｂ１以外のものをいう。

【ガソリン貨物自動車及びディーゼル貨物自動車（車両総重量 3.5t 以下）】 目標年度：2022 年度　測定方法：JC08 モード

区分（車両重量 kg） ～ 740 741
　～ 855

856
　～ 970

971
　～1080

1081
　～1195

1196
　～1310

1311
　～1420

1421
　～1530

構造A
燃費基準値（km/L） 28.1 25.0 22.7 20.8 18.5 16.9

構造 B
燃費基準値（km/L）

MT 21.0 20.4 19.9 19.4 16.7 15.1 13.9 12.9

AT 20.4 19.8 19.2 18.7 16.3 14.7 13.5 12.5

ディーゼル構造B
燃費基準値（km/L）

MT

AT

1531
　～1650

1651
　～1760

1761
　～1870

1871
　～1990

1991
　～2100 2101 ～

16.9
12.1 11.5 11
11.7 11.1 10.6 10.2

16.8 15.9 15.2 14.6
14 13.7 13.5 13.3 13

（注）構造Ａ…………�①、②、③のいずれにも該当する構造のものをいう。
①最大積載量を車両総重量で除した値が 0.3 以下となるもの。
②�乗車装置及び物品積載装置が同一の車室内に設けられており、かつ、当該車室と車体外と
を固定された屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切られるもの。
③運転車室の前方に原動機を有するもの。

構造Ｂ…………�構造Ａ以外のものをいう。
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【トラック等（車両総重量 3.5t 超の貨物自動車）】 目標年度：2015 年度　測定方法：重量車モード
区分
（車両総重量 t） 3.5 ～ 7.5

7.5 ～ 8 8 ～ 10 10 ～ 12 12 ～ 14 14 ～ 16 16 ～ 20 20 ～
（最大積載量 t） ～ 1.5 1.5 ～ 2 2 ～ 3 3 ～

燃費基準値
（km/L） 10.83 10.35 9.51 8.12 7.24 6.52 6.00 5.69 4.97 4.15 4.04

【トラクタ（車両総重量 3.5t 超の貨物自動車）】 目標年度：2015 年度　測定方法：重量車モード
区分
（車両総重量 t） ～ 20 20 ～

燃費基準値（km/L） 3.09 2.01

○燃費測定モードについて
平成 29 年７月に「乗用自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」及び「貨物自動車の性能の
向上に関する製造事業者等の判断の基準等」を改正し、自動車のカタログ等における燃費値の表示方法が一部変更
されました。
（国土交通省ホームページ　http://www.mlit.go.jp/common/001191356.pdf）

（平成 30 年 10 月以降の燃費表示）
平成 30 年 10 月以降に型式指定を受ける自動車に対し、「WLTCモード燃費値（国土交通省審査値）」をカタログ
等へ表示することを義務付けます。これにより、「市街地」、「郊外」、「高速道路」といった走行環境に応じた燃費
値が表示されます。現在既に販売されている自動車（継続生産車）についても、平成 32 年 9 月以降は、全ての自
動車のカタログにWLTCモード燃費値が表示されます。
なお、平成 30 年 10 月以前に型式指定を受けた自動車であっても、WLTCモード燃費値を表示している自動車も
あります。

（WLTCモード）
自動車の燃費値は、気象条件や渋滞等の使用環境や、急発進、エアコン使用等の運転方法に応じて異なるため、
車種間で燃費値を比較するためには、一定の測定方法が必要です。そのため、国土交通省では、燃費測定方法として、
平成 23 年に JC08 モードを導入し、平成 30 年 10 月より、新たに国際的な燃費測定方法であるWLTCモードを導
入します。
WLTCモードは、JC08 モードと比べ試験自動車重量が増加する等、より最近の走行実態を反映しています。なお、
WLTCモード燃費値は JC08 モード燃費値に比べ同水準又は低くなる傾向にあります。

（2）低排出ガス車認定制度について
　低排出ガス車認定制度は、燃料の種類を問わず自動車排出ガスの低排出ガス性（クリーン度）を、性能面から示
す技術的指標に適合していることを認定する制度です。「低公害車等排出ガス技術指針」及び「低排出ガス車認定
実施要領」により、自動車排出ガスのうちNOx、PM等の有害物質の排出が平成 12 年基準排出ガスレベルより
25%、50%、75%低減されている自動車をそれぞれ認定してきました。
　平成 15 年 9 月 26 日付けで、低排出ガス車認定制度が改正され、平成 17 年基準排出ガスレベルに対応した低排
出ガス車の認定も行われるようになりました。さらに、新車のトラック・バス及び乗用車から排出されるNOx 及
び PMの更なる低減を図るため平成 20 年 3 月 25 日付けで制定された、いわゆる「ポスト新長期規制」により、新
たに平成 21 年基準排出ガスレベルに対応した低排出ガス車の認定も行われるようになりました。
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低排出ガス車認定レベル（乗用車：NOx・NMHC の場合）

※平成12年基準は、平成17年基準に係る試験モードで換算
※平成30年基準に係る試験法は、冷機条件を100％（平成17年基準に係る試験法では25％）
とする等、試験条件が厳格化されている。

低排出車認定レベル（乗用車：NOx・NMHCの場合

※平成12年基準は、平成17年基準に係る試験モードで換算
※平成30年基準に係る試験法は、冷機条件を100％（平成 17年基準に係る試験法では

25％）とする等、試験条件が厳格化されている。
資料）国土交通省作成資料

　車両総重量が 3.5t を超えるディーゼル車においては、平成 18 年 3 月 17 日付けで改正された低排出ガス車認定制
度により、平成 17 年基準排出ガスレベルに対応した低排出ガス車の認定も行われるようになりました。こちらも
さらに、平成 20 年 3 月には、新車のトラック・バス及び乗用車から排出されるNOx及び PMの更なる低減を図る、
いわゆる「ポスト新長期規制」の施行に伴い平成 21 年基準排出ガスレベルに対応した低排出ガス車の認定が行わ
れるようになり、平成 28 年 10 月には、国際調査試験法であるWLTCモード法による平成 30 年規制の施行に伴い、
平成 30 年基準排出ガスレベルに対応したガソリン・LPGを燃料とする低排出ガス車の認定も行われるようになり
ました。

低排出ガス車認定レベル（車両総重量 3.5t 超のディーゼル車）

資料）国土交通省作成資料をもとに作成�http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/09/090930_2/01.pdf
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　低排出ガス認定自動車については、インターネットでメーカーごとに確認することができます。
（国土交通省ホームページ��http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000014.html）

認定制度のステッカー

車種 排出ガス
認定基準 車体表示

・乗用車
・トラック・バス
　（車両総重量 3.5t 以下）
・軽自動車

平成 30 年基準 75％低減レベル
平成 30 年排出ガス基準 75％低減レベルの認定基準に適合
したもの

平成 30 年基準 50％低減レベル
平成 30 年排出ガス基準 50％低減レベルの認定基準に適合
したもの

平成 30 年基準 25％低減レベル
平成 30 年排出ガス基準 25％低減レベルの認定基準に適合
したもの

平成 17 年基準 75％低減レベル
平成 17 年排出ガス基準 75％低減レベルの認定基準に適合
したもの

平成 17 年基準 50％低減レベル
平成 17 年排出ガス基準 50％低減レベルの認定基準に適合
したもの

・トラック・バス
　（車両総重量 3.5t 超） 平成 21 年基準 10％低減レベル

平成 21 年排出ガス基準 10％低減レベルの認定基準に適合
したもの

資料）国土交通省ホームページ　http://www.mlit.go.jp/common/000206621.pdf


